
第
四
節

地
方
三
新
法
形
成
と
郡
部
の
動
向

地
方
一
一
一
新
法
の
成
立

地
方
三
新

法
の
成
立

明
治
十
一

（
一
八
七
八
）
年
七
月
、
政
府
は
新
た
な
地
方
法
令
と
し
て
、
郡
広
町
村
編
制
法
e

府
県
会
規
則
・
地

方
税
規
則
の
一
一
一
つ
の
法
令
を
制
定
し
た
。
こ
の
一
一
一
法
令
を
総
称
し
て
地
方
三
新
法
と
い
う
。
こ
の
一
一
一
新
法
は
地

地方三新法形成と郡部の動向

方
全
般
に
関
す
る
最
初
の
体
系
的
な
政
府
の
法
令
で
あ
っ
た
。
府
県
会
・
郡
役
所
・
町
村
戸
長
役
場
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格
・
職
務
、
財
政
運
営
の
方
法
が
確
定
さ
れ
た
。
兵
庫
県
で
は
、
明
治
十
二
年
一
月
か
ら
、
一
一
一
新
法
に
基
づ
く
制
度
改
疋

が
進
め
ら
れ
た
。

郡
区
町
村
一
編
制
法
に
よ
り
、
大
一
民
小
症
と
い
う
地
理
的
一
弘
聞
分
け
は
廃
庇
さ
れ
、
あ
ら
た
に
郡
区
・
町
村
と
い
う
区
間
分
け

が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
兵
庫
県
播
際
関
明
石
部
第
一
大
医
第
二
小
区
細
田
村
一
が
、
「
兵
庫
県
播
磨
歯
切
芯
郡
組
問
村
」

と
い
う
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第四節

摂
津
の
区
（
区
長
）
！
村
（
戸
長
）
と
い
う
制
度
お
よ
び
、

播
臨
肢
の
小
区
（
区
長
）

i
村
（
一
戸
長
）
と
い
う
地
域
運
営
の
制
度
は
、
こ

こ
で

一
元
化
さ
れ
、
県

i
郡
（
郡
長
）

i
村
（
一
戸
長
）
と
変
化
し
た
。
兵
庫
県
の
場
合
、
大
匹
小
一
院
制
期
に
す
で
に
三
新
法
で
実
現

近代・現代隆史語道wr77 



市j戒に関連する郡の役所｛立隠・管結町村数・人口数（明治12年）表 32

ロ

15,842 

27,313 

32,306 

57, 862 

30, 786 

人

入部都

主主原郡

有馬郡

明石郡

美霊童郡

数

3, 552 

6,985 

6,989 

12,808 

6,493 

戸町村数

36 

43 

92 

123 

112 

部書記

3 

*9 

9 

7 

7 

役所位置

町

町

村

町

屋

井

野

村

回

得

福

平
土
口
三
石
木

奥
住
北
開
閉
コ
一

属

鼠

上

上

部

吋

等

↑

介

供

情

情

認
i

之
員
造
二

正

織

矩

三

衛

井

本

崎

松

永

武

松

山

小

宮

長者E名苦日

（筏） （ ）内は郡長就任以前の燥の役験。武井正平は神戸IS廷の兼径。松本綴之介はl"I第八［三区長。

明石君~の人口は，原本では17, 862人となっているが，明治11年・ 13年の統計器B誌により総iE。

郡塁審記数は拐治13年，ネ武Jili'.)Z原郡役所。

資料： r兵隊！思統計概表a

ず
る
施
策
の
先
取
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
設
が
あ

つん」。
」
／

区
は
さ
ら
に
統
合
さ
れ
、

一
郡
レ
ベ
ル
の
機
構
で
あ
る
郡
役
所
へ
集
中
さ
れ

た
。
ま
た
県
会
に
不
十
分
な
が
ら
も
予
算
審
議
に
関
す
る
権
騒
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

こ
工
っ
こ
。

わ
ぜ
中
J

i

ふ
／

郡
役
所
の

設
霞

ま
ず
あ
ら
た
な
行
政
機
関
で
あ
る
郡
役
所
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

現
在
の
神
戸
市
域
は
、
菟
原
郡
・
八
部
郡
・
有
馬
郡
・
明
石
郡

襲
郡
の
五
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
、

各
都
の
郡
役
所
の
佼
授
お
よ
び
管
戦
町
村

数
・
人
口
数
は
、
表
臼
の
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
十
一
一
一
年
十
二
月
二
十
日
、
菟
原
郡
の
郡
役
所
は
武
庫
郡
役
所
と
合
併
し
、
武

庫
菟
原
郡
役
所
と
し
て
再
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
郡
役
所
は
西
宮
に
授
か
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
菟
原
郡
の
村
々
は
、
こ
れ
に
対
し
て
諸
事
務
に
お
い
て
不
能
で
あ

る
と
し
て
不
服
を
隅
え
た
。
移
転
直
前
に
各
町
村
一
戸
長
か
ら
委
員
四
人
な
選
出
し
、

新
庁
舎
へ
う
つ
る
こ
と
を
延
引
し
て
ほ
し
い
と
菟
原
郡
役
所
へ
願
い
出
た
が
、
訴
え

は
無
視
さ
れ
た
。
そ
こ
で
各
町
村
か
ら
の
議
員
間
五
人
（
ほ
ぼ
一
村
一
人
）
と
先
の
委

悶
民
間
人
に
よ
る
郡
迎
合
会
を
開
催
し
、
そ
こ
で
菟
原
郡
単
独
で
の
郡
長
設
置
の
可
否

を
討
論
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
兵
路
県
は
単
独
郡
長
設
置
を
み
と
め
な
か
っ
た
。

ま
た
八
部
郡
の
郡
長
は
神
戸
区
長
武
井
正
一
千
の
兼
任
で
あ
り
、
間
切
治
十
六
年
武
井
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伊
右
衛
門
が
就
託
す
る
ま
で
、
独
自
の
郡
長
は
お
か
れ
な
か
っ

郡
役
所
は
、
郡
長
・
郡
書
記

・
小
伎
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
給
与
と
役
所
の
費
用
は
、
県
会
で
議
定
さ
れ
る
地
方
税

に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
た
。
表
3

（
件
一
氏
）
の
郡
長
の
職
務
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
郡
役
所
は
県
昨
機
構
の
最
末
端
を
担
う
行
政

機
関
で
あ
っ
た

3

部
長
は
八
等
官
相
当
、
郡
山
中
一
向
記
も

ら
一
七
等
相
当
の
官
吏
と
さ
れ

郡
長
の
任
命
は
県
令
が
お

こ
な
い
、
郡
書
記
は
部
長
の
選
任
に
よ
り
県
令
が
怪
命
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
摂
津
の
息
長
や
播
際
の
小
区
役

門
え
に
あ
っ
た
住
民
の
代
表
と
し
て
の
性
絡
は
支
っ
た
く
失
わ
れ
た
。
実
際
、
市
域
に
関
係
す
る
郡
長
は
炎
幻
の
よ
う
に
、

ほ
と

ん
ど
県
の
官
僚
が
就
任
し
た
の
で
あ
る
。

市
域
に
関
係
す
る
各
都
役
所
の
書
記
数
は
、
表
幻
の
よ
う
で
あ
る
c

規
模
の
小
さ
い
八
部
郡
を
除
き
、
各
都
役
所
で
は
、
郡

書
記
が
七
人
か
ら
九
人
程
度
お
か
れ
て
い

彼
ら
は
庶
務
・
一
戸
籍
・
租
税
・
出
納
の
四
掛
を
分
掌
し
た
。
そ
の
も
と
に
は
掛

地方三新法形成と郡部の動向

ご？／｝に

一’
A
＼
可
J
F
z
L
仁寺、。三、品工、

人
／
A
U
舛
斗
正
一
ム
μ
ふ
ィ
，
刀
、
1

の
て
！
で
広
務
な
扱
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
部
役
所
が
こ
の
人
数
で
運
営
で
き
た
、

の
は
、
部
役
所
が
地
域
運
営
の
ほ
援
の
担
い
手
だ
っ
た
の
で
な
く
、
町
村
に
対
す
る
蛇
管
的
な
符
政
機
関
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

出
来
の
区
長
の
多
く
は
郡
長
や
郡
書
記
に
転
任
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、
市
域
に
関
係
す
る
範
関
で
は
、
菟
原
郡
長
に
第
八
区

（
現
西
宮
市
域
）
の
区
長
で
あ
っ
た
怯
本
織
之
介
が
、

に
第
二
区
の
区
長
で
あ
っ
た
福
井
与
一
右
衛
門
が
就
任
し
た
。

彼
ら
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
支
で
の
自
己
の
管
轄
地
域
と
は
す
こ
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
就
任
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
、
彼
ら
の

能
力
会
｝
利
用
し
な
が
ら
も
、
地
域
社
会
と
の
宿
援
な
関
係
は
断
ち
切
っ
て
い
く
と
い
う
県
の
方
針
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

第四節

ま
た
そ
れ
ま
で
の
区
会
や
小
区
会
と
い
う
議
事
機
関
は
制
度
的
に
は
な
く
な
り
、
部
役
所
と
対
応
す
る
議
事
機
関
も
常
隠
さ

れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
兵
庫
県
の
町
村
会
規
則
は
、

町
村
が
連
合
し
て
町
村
会
を
開
能
す
る
こ
と
（
連
合
町
村
会
）
を
認
め
て
お
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（単位：円）明治12年菟原全郡連合町村会予算案表 33

点
4
4

議員吉田亀之介外3人旅費日当12.30 

会場雑費5.357

世fl在員

17. 657 

金

l区5郡連合会諸費

日主主

13.40 

o. 212 

27.000 

本君~lllT村会用札

難破船入費

医学生補助

明治12年度前半分郡割

医学所生徒 2入学費10カ月分

り
、
こ
れ
を
利
用
し
て
菟
原
郡
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
十
三
年
に
全
郡
連
合
町
村
会

が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
菟
原
郡
で
は
、
一
一
一
新
法
が
実
施
さ
れ
る
明
治
十
二
年
度
か
ら
間
一
一
一
町

村
に
よ
る
連
合
町
村
会
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
、
最
初
の
全
郡
連

合
町
村
会
で
は
、
そ
の
た
め
名
札
や
議
員
番
号
札
の
新
調
費
が
予
算
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
時
の
全
郡
連
合
町
村
会
の
議
題
は
、
負
担
す
る
費
用
、
す
な
わ
ち
①
摂
津
五
郡
お
よ
び

神
戸
区
で
維
持
す
る
神
戸
中
学
校
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
の
一
区
五
郡
（
兵
庫
県
の
摂
津
部
分
）

連
合
町
村
会
の
費
用
、
②
先
に
述
べ
た
全
郡
連
合
会
用
の
札
の
費
用
、
⑨
難
破
船
に
つ
い
て

の
費
用
、
④
新
た
に
煤
が
設
置
し
た
係
学
校
へ
の
入
学
生
一
一
人
へ
の
学
資
補
助
の
費
用
で
あ

っ
た
（
表
お
）
。

菟
原
郡
同
様
、
市
域
に
関
係
す
る
他
の
各
都
で
も
連
合
町
村
会
が
閲
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

監
那
村
で
は
明
治
十
二
年
か
ら
村
の
協
議
費
決
算
中
に
、
毎
年
郡
内
連
合
会
費
が
計
上
さ
れ

て
お
り
（
則
一
良
表
持
参
照
）
、

八
部
郡
で
も
一
一
一
新
法
実
施
直
後
か
ら
全
郡
連
合
町
村
会
が
恒
常

資料：「魚崎財産！玄文書~J

的
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
一
一
新
法
に
よ
り
全
慣
の
町
村
ご
と
に
戸
長
が
院
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
兵

……一新法下

の
町
村

庫
県
で
は
、
大
区
小
区
制
期
か
ら
一
向
村
二
戸
長
を
原
則
と
し
て
い
た
た
め
、

こ
れ
に
よ
る
戸
長
管
轄
範
開
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
。
な
お
こ
の
法
令
に
よ

っ
て
一
戸
…
い
た
が
事
務
を
行
う
場
所
は
、
一
戸
長
役
場
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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新
法
は
戸
長
の
性
格
を
「
行
政
事
務
ニ
従

事
ス
ル
ト
、
其
町
村
山
一
理
事
者
タ
ル
ト
一
一
様
ノ

性
貿
ノ
者
L

と
し
、

一
方
で
行
政
組
織
の
末
端

の
准
官
吏
と
し
て
「
官
等
外

等
ニ
準
ス
ル
」

と
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
他
方
で
町
村
住
民

の
理
事
者
と
位
置
付
け
た
。
兵
庫
県
は
、
明
治

ート

の
行
政
事
務
に
つ
い

月
八
日
、

て
事
務
章
程
を
布
達
し
た
（
表
り
と
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
町
村
で
の
県
・
政
府
の
事
務
は
す
べ
て

地方三新法形成と郡部の動向

長
の
専
務
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
こ
の
よ
う
な

性
格
規
定
に
見
合
っ
て
、

の
給
与
支
出
方

法
も
か
わ
っ
た
。

明治12$における戸j乏の職務

1!l告・布達~管内に示す。

主！！.租および諸税を取りまとめ上納。

戸籍事務。

徴兵下調べ。

地所・建物・船舶の質入れ・設入れ・売J.'1lの説明。

地券合事長事務。

迷子・捨子・行旅病人・変死人その他事変あると

き警察署に報知。

天災または非常の災対Iによる窮迫者を具状。

恭子・節婦その他篤行革去を兵状。

小学校の学資金。

管内人民の印影簿を主主i註。

諸帳簿を保存・管守

官費・府県?{l(に係る河港・道路・堤防・橋梁その

他修繕・保存すべきものについて利害を兵状。

⑬ その他県令・郡長からの委任事務。

半町村の理事者として町村かぎりの協議費で支出す

る事件については県は関与しない。

表 34

①

②

③

①

③

①

⑦

 

③

①

⑬

⑪

⑫

⑬

 

一
戸
長
給
料
と
役
場
費
は
、
そ
れ
ま
で
各
町
村
の
協
議
費
で
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
行
政
事
務
に
関
す
る
経
費
は
地
方
税
支
弁

の
給
与
額

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
ご
聞
で
は
、
村
氏
と
戸
甘
い
択
の
直
接
の
関
係
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
簡
で

を
安
定
さ
せ
、
政
府
が
求
め
る
行
致
事
務
の
遂
行
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第四節

戸
長
役
場
の
吏
員
の
構
成
は
、
町
村
の
規
模
に
よ
っ
て
異
な
り
、
小
村
の
場
合
は
連
合
し
て
戸
長
を
置
い
て
い
る
場
合
も
あ

り
、
い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
例
と
し
て
魚
崎
村
の
場
合
を
見
て
お
き
た
い
。
表
お
の
よ
う
に
、
魚
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(lji位： i司）明治13年前半期魚崎村戸長役場設明細表表 35

苦手
ぜ

ヒロ
u

m税
引矧金日後

｝
 

業・

戸長 l人

用掛 1人

祭主主 l人

小使 1人

下走 l人

協議後 5.142 

戸長租税上納出頭三度分（於神戸）

戸長・用掛・祭生・村委員郡役所出頭

魚
崎
村
に
く
ら
べ
て
半
分
程
度
で
あ
っ
た
（
表
当
。

一
一
一
新
法
に
よ

る
町
村
会 協議費 108.387

月給10

月給3

月給7.50 ( 3カ月） 8. 50 ( 3カ月）

月給5.05 ( 3カ月） 5. 35 ( 3カ月）

日給0.20 20日分

うち地方税 2.4987.64 主主旅

協議費 5.867うち地方税 2.8518. 718 役場資

協議費 3.268うち地方税 1.418 4.686 'Bf t
 

d
w
q
 

j
 

章受 36 明治13年度検屋村

戸長役場役員月給額

同
4. 50 

1. 50 

3. 50 

戸長 1人

m掛 1人

小使 l人

崎
村
で
は
、
一
戸
口
氏
松
尾
仁
兵
衛
の
他

資料．「魚崎財産区文芸？」

に
用
掛

小
使
が
一
人
づ
っ

泣
か
れ
、
月
給
が
払
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
地
位
的
に
は
上
位
に
あ
た

る
用
掛
よ
り
、
筆
生
の
月
給
が
多
い
。

用
掛
が
2

行
分
の
家
業
の
合
間

うち地方税 52.663161. 05 給

に
職
務
を
こ
な
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
筆
生
は
戸
長
役
場
で

の
事
務
な
仕
事
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
役
場

資料．「魚的財産i笈文諮」

と
村
内
外
の
連
絡
の
た
め
に
、

日
給
で
下
走
が
隠
わ
れ
て
い
た
。

一七

O
人
の
大

村
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
役
員
で
運
用
さ
れ
て
い
る
が
、

隣
村
の
横
屋
村
（
一
戸
数
九
四
戸
・
人
口
四
五
O
人
）
で
は
、
一
戸
長

一
一
一
新
法
則
の
町
村
会
の
特
徴
は
、
建
前
上
は
町
村
が
FH
主
的
に
こ
れ
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
点
に
あ

魚
崎
村
の
場
合
、
一
戸
数
一
一
一
円
七
一
戸
、
人
口
一

用
掛
・
小
使
の
一
一
一
人
で
一
戸
長
役
場
な
構
成
し
て
お
り
、
月
給
、
も

っ
た
。
一
一
一
新
法
は
町
村
を
「
住
民
独
立
ノ
社
会
L

と
位
置
づ
け
、
私
的
な
住
民
集
団
と
み
な
し
た
た
め
、
政

府
は
直
接
町
村
の
運
営
に
関
与
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
そ
の
た
め
町
村
会
の
設
置
と
開
催
に
つ
い
て
も
、
町
村
か
ら

182 第一家近代然日Jjj訴の神戸



地方三新法形成と郡部の動向第四節

町村会の議員・選挙権者・被選挙権者数

郡 名 町村数 議員数 被選人数 選挙人数 戸数 人口 比率

入部郡
% 

36 384 1 662 2,232 3, 510 15,802 14. 1 

菟原郡 43 481 2,035 2, 536 6, 546 27,670 9.2 

有馬郡 92 922 5,069 5, 285 6, 977 32, 708 16. 2 

明石郡 123 1,498 8, 279 12, 506 12,623 58, 716 21. 3 

美 護 者5 112 256 4, 559 4,673 6,435 31,032 15. 1 

表 37

(lj:) 笑塁塁2耳目の議j¥数は， I,256人のa;,qりと想、われる。比本は，滋挙人／人口×100。

資料：明治14年度 F兵践j系統計概表a

の
顕
い
に
よ
る
と
の
建
前
を
と
っ
た
。
日
以
（
路
県
は
、
一
ニ
新
法
の
制
定
に
と
も
な
い
明
治

十
二
年
四
月
、
町
村
会
規
則
・
連
合
町
村
会
規
期
を
布
達
し
た
。
建
前
上
は
こ
れ
を
参

考
と
し
て
各
町
村
が
町
村
会
規
則
を
作
成
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
こ
の

規
則
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
た
。

問
問
の
町
村
会
規
則
に
よ
る
と
、
選
挙
権
は
満
二
O
歳
以
上
の
男
子
で
、
そ
の
町
村
に

土
地
を
所
有
し
木
籍
及
び
住
居
を
定
め
る
者
、
も
し
く
は
満
一
一
一
年
以
上
連
続
し
て
寄
留

ず
る
者
と
さ
れ
、
府
住
条
件
が
基
本
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
区
小
夜
期
の
選
挙
権
よ
り
範

簡
が
拡
大
し
て
い
る
。
被
選
挙
権
は
、
満
一
一
O
歳
以
上
の
男
子
で
、
そ
の
町
村
内
に
木

籍
お
よ
び
住
居
を
定
め
、

そ
の
町
村
に
お
い
て
土
地
（
宅
地
を
含
む
）
を
所
有
す
る
も
の

と
さ
れ
、
以
前
に
く
ら
べ
土
地
所
有
と
い
う
条
件
が
つ
け
加
わ
っ
た
。
議
員
の
定
数
は

百
戸
未
満
の
村
は
一
O
人
、
以
降

と
に
一
人
増
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

な
お
議
員
の
任
期
は
四
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
則
に
よ
る
町
村
会
議
員
お
よ
び
選
挙
権

者
お
よ
び
被
選
挙
権
者
数
の
概
要
は
、
表
幻
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ほ
ぼ
規
則
ど

お
り
の
町
村
会
議
員
定
数
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
町
場
の
多
い
菟
涼
郡
で
は
、
他
の
郡
が

現
在
人
口
の
一
五
%
か
ら
こ
O
%
が
選
挙
権
者
な
の
に
対
し
て
、

一
O
M
P
弱
と
選
挙
権

を
も
っ
者
の
比
率
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

選
出
さ
れ
た
議
員
は
町
村
会
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
決
定
す
る
権
限
が
あ
っ
た
。

近代.~晃代歴史綴W王83



①
町
村
限
り
の
経
費
（
協
議
費
）
に
よ
る
事
業
の
起
廃
・
伸
縮
、
①
町
村
限
り
の
経
費
の
徴
収
・
支
出
方
法
の
決
定
、
③
地
方
税

（
府
県
の
税
）
戸
数
割
に
つ
い
て
の

の
乗
率
の
決
定
、
＠
町
村
共
同
名
義
に
よ
る
借
金
。
そ
の
中
心
は
村
運
営
の
費
用
で
あ

る
協
議
費
の
支
出
入
に
関
す
る
決
定
で
あ
り
、
県
政
・
国
政
に
関
す
る
こ
と
な
議
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

問
先
は
町
村
会
成
立
に
先
だ
っ
て
、
協
議
賓
の
内
容
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
た
。
自
主
的
に
町
村
会
を
作
る
と
い
う
建
前
の
た

め
、
際
は
地
方
税
協
議
裂
に
関
す
る

な
る
も
の
を
rMら
作
成
し
、
各
町
村
に
見
本
を
配
布
し
た
上
で
、
そ
の
と
お

り
に
提
出
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
協
議
授
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

一
つ
は
「
町
村
内
共
有
物
ノ
措
置
及
土
木
起
工
等
、
町
村

之
利
害
ニ
関
ス
ル
」
も
の
で
、
こ
れ
は
町
村
会
の
決
定
の
上
、
郡
長
の
許
可
を
経
て
施
行
す
る
と
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
「
町

村
内
協
議
ニ
属
ス
ル
経
費
L

で
あ
り
、
こ
れ
は
旧
慣
に
よ
り
町
村
独
自
で
決
め
る
と
さ
れ
た
。
協
議
費
は
県
の
監
督
を
う
け
る

（
形
式
的
に
は
町
村
が
自
ら
郡
長
の
前
可
を
う
け
る
事
を
約
束
し
た
）
町
村
公
共
費
用
と
町
村
内
郊
の
「
私
的
し
な
諸
費
用
と
に

分
さ

－fi、
J

こ。

ヲ
サ
A

v

h

u

J
，t

こ
こ
で
「
私
的
」
と
見
な
さ
れ
る
費
用
の
大
部
分
は
神
社
関
係
の
費
用
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
区
小
産
期
か
ら
徐
々
に
町
村

協
議
費
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
飾
磨
県
で
は
、
明
治
九
年
一
月
県
は
神
官
給
与
を
人
民
の
信
仰
上
よ
り
給
与
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
行
政
投
で
あ
る
民
政
か
ら
の
支
出
を
禁
じ
た
。
さ
ら
に

に
は
民
費
全
般
の
節
減
、
を
求
め
る
中
で
、
と
く
に

「
祈
雨
祈
晴
｝
な
ど
祭
典
裂
を
「
私
費
」
で
あ
る
と
し
て
そ
の
減
少
を
求
め
、
他
方
で
そ
れ
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
行
政

挫
の
一
環
と
し
て
強
制
徴
収
権
を
一
戸
長
に
認
め
た
。

新
法
以
後
、
兵
庫
県
は
寺
社
の
修
織
や
、
祭
典
・
雨
乞
い

の
費
用
は
「
関
係
者
ニ
テ
負
担
シ
、
全
区
町
村
ノ
協
議
費
ヲ

以
一
ア
支
出
ス
ル
限
ニ
ア
ラ
ズ
L

と
し
た
。
魚
崎
村
や
奥
平
野
村
で
は
、
明
治
十
一

の
最
初
の
協
議
費
か
ら
寺
社
関
係
の
項
目

I84 第一家近代数明期の事｜！戸



マ
込

P

ふ
、
‘
っ
こ
。

ヵ・
7
カ

ふ

／

ま
た
播
擦
で
は
明
治
十
五
年
ご
ろ
ま
で
に
祭
典
費
は
町
村
協
議
裂
の
支
出
一
明
白
か
ら
消
え
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

明
治
十
一
一
一
年
四
月
八
日
、
政
府
に
よ
っ
て
区
町
村
会
の
開
催
基
準
を
定
め
た
区
町
村
会
法
が
制
定
さ
れ
、
町
村
会
を
設
け
る

町
村
会
規
則
を
作
り
、

月
六
日
、
各
町
村
に
こ
れ
に
基
づ
く
町
村
会
一
規
則
お
よ
び
迎
合

基
準
が
明
確
に
さ
れ
た
。
兵
庫
県
は
こ
れ
を
受
け
、
そ
の

五
月
二
十
五
日
ま
で
に
県
へ
提
出
す
る
こ
と
、
そ
れ
以
前
の
規
則
を
廃
止
す
る
こ
と
を
布
達
し
た
。
市

域
各
町
村
も
こ
れ
に
対
応
し
新
た
な
規
則
を
作
成
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
期
限
は
か
な
ら
ず
し
も
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

ょ
う
で
、
明
石
郡
高
和
村
の
よ
う
に
、
現
年
四
月
十
七
日
に
な
っ
て
は
じ
め
て
町
村
会
規
則
を
制
定
、
提
出
し
た
と
こ
ろ
も
あ

地方三新法形成と郡部の動向第四節

った。

明治12年度奥平野村

協議費予算

表 38
町
村
会
の

逮
営

町
村
会
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
一
一
一
新
法
施
行
後
の
奥
平
野
村
の
最
初
の

村
会
を
例
に
と
っ
て
少
し
兵
体
的
に
見
て
み
た
い
。
ゑ
（
障
問
派
の
町
村
会
規
則
に
よ
れ
ば
町
村
会
の
議
案
の
発
議

（単位．円）く支出＞

金

学校設

教員給料

書籍機械設

消粍星空
戸長役場付属設

戸長以下給料

筆紙幾代

主jg 波

ニヒ水資

道路修総攻

橋梁修総攻

淀防修繕変

溜il!16ヵ所修総裁

井関修繕夜

道路掃除夜

道路取広:f:ff出印式
消防 ~Ji:
国務水沼会守裂

村会議夜

地方税地側割

地方税戸数割

額

5

5

 

n
u
n
u
n
u
n
u
n
u
n
υ
n
υ
n
v
n
u
n
υ
n
u
n
v
n
u
n
υ
n
v
n
v
n
u
n
u
n
u

ハU
今

4

ハU

A

U

ハU

ハU

《
d
n
u
n
U

〈
d

ハU

ハυ
n
U
A
U
A
U
n
U

ハU
n
u
n
U

ハu
n
U
7
s
〆
O

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

e

－

－

－

－

－

－

－

－

 

n
u
n
δ

咽

A

唱

A
今

4
q
d

ハυ

今

4
0
δ
n
u
n
u
n
U

ハυ

ハυ
0
0

ハU

H

、d
ハU

8
品
寸

f
H
U
f
D

6

3

1

1

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

4

1

 

ー

El 設

322.83 日予ロ合

く収入＞

129. 132 

193.6ヲ8

樹

容1
数

｛回

jコ

地

322.83 

（注） 戸主主役場m1詰:Ii！とその内訳は史料rra,1詰
のとおり。

資料：「奥平野財産区管現会文芸~J

計;!:>.. 
zコヰ
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明治134.：前半期魚崎村協議費

支出決算

く支出＞

差是 39

(iji佼： fIJ)

額

106.409 

37.975 

3. 50 

14. 16 

2.456 

2.40 

56.354 

8.89 

181. 038 

23.405 

436.857 引引
メL
仁1

く収入＞

日

村中共有物ll叉入
戸数割

地｛｜孤剣

人 1=1 割

436.8573 

（注） 「行政'Ji務外の戸長役場主（J と表30の戸兵役場

明細表中の協議星空会計・とは合わない。

資料：「1員約財産区文塁手J

権
は
一
戸
長
に
の
み
あ
り
、

議
員
は
町
村
会
開
催
一
一
一
日

前
ま
で
に
議
案
に
つ
い
て

の
意
見
書
を
提
出
で
き
る

だ
け
で
あ
っ
た
。
奥
平
野

村
で
は
、

か
ら
提
出

金悶

学校 yJ(

土木 ~J(

消防殺

国tl努および水1rnり務守人技

火葬場資

流行病予防波

共有物諸費

村会費

行政事務外の戸長役場資

地方税不足分協議費補助

在Vi

58‘5000 

189. 1785 

94.5894 

94. 5894 

「
,L>、
五コ

さ
れ
た
議
案
を
討
議
・
決

定
し
、
議
決
表
を
作
成
し

た。

予
算
は
、
表
犯
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
官
給
与
や
祭
典
授
な
ど
は
す
で
に
費
目
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
一
戸
長

型t

金主主

役
場
貨
は
、
現
在
の
府
削
除
税
に
あ
た
る
地
方
税
か
ら
の
支
出
が
基
本
と
さ
れ
、
町
村
協
議
費
は
そ
の
補
助
と
さ
れ
た
。

し
ち、

し

な
お
町
村
協
議
費
か
ら
の
補
助
が
地
方
税
を
上
回
る
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
魚
崎
村
で
は
表
日
山
由
貿
）
の
よ
う
に
、
地
方
税

の
二
倍
近
く
の
村
協
議
授
が
一
戸
長
役
場
の
経
費
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
他
の
資
自
は
、
小
学
校
・
消
防
・
村
会
－
土
木
費
中
の
道
路
・
橋
梁
・
堤
防
な
ど
地
域
一
般
に
関
す
る
費
用
と
、
土
木

費
中
の
井
関
費
・
淵
池
持
・
義
水
費
や
養
水
着
守
授
と
い
う
農
業
生
産
に
関
係
の
深
い
も
の
と
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
奥
平
野

村
の
場
合
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
他
に
コ
レ
ラ
を
中
心
と
し
た
流
行
病
対
策
の
衛
生
費
が
魚
崎
村
（
表
ぎ
や
恵
那
村

で
支
出
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
奥
平
野
村
の
場
合
、
地
方
税
の
…
戸
数
割
・
地
師
割
の
徴
収
が
協
議
費
予
算
に

こ
斤
一
什
刷
？
人
長
〉
す
者
対
内
工
．
目
前
。

2bA
っ
と
、
二
。

入

l
i
J
4
0
ふ寸一

2
H内
u
T
A
L
H
元
モ
一

括
さ
れ
て
お
り
、
地
方
税
の
徴
収
方
法

般
的
で
は
な
か
っ

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
予
算
処
浬
は
か
な
ら
ず
し
も

た
よ
う
で
、
村
の
協
議
費
の
徴
収
と
地
方
税
徴
収
は
区
別
さ
れ
て
い
く
。

会
議
で
の
決
定
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
五
カ
条
が
あ
る
。
第
一
条
で
は
、
地
方
税
お
よ
び
協
議
費
の
賦
課
方
法
が
決
め
ら
れ

た
。
地
価
割
が

mm会
で
の
決
定
ど
お
り
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
戸
数
割
は
じ
等
に
分
け
ら
れ
て
徴
収
さ
れ
た
（
表

ω）
。
地
欄

割
に
お
い
て
は
負
担
額
と
土
仙
拙
か
ら
の
収
穫
が
比
例
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
戸
数
割
の
場
合
、
こ
れ
を
均
等
に
各
戸
に
部
り

奥平野村戸数

割i等級

地方三新法形成と郡古~の動向

表 40明治17年度兵隊県

第一番学区連合村
資戸数割等級表

第四節

表 41

1. 509 

1. 360 

1. 208 

1. 056 

0.900 

0. 751 

0.608 

（注） If,＼会決定の lF当額に

対する采cti,

資料：「災平野財産13:＇託Z

強会文；1主；

明
寸
肱
守
山
智
伊
ザ
伊
千
駄
守
山
肌
寸

1

2

3

4

5

6

7

 

付
け
る
な
ら
低
所
得
者
ほ
ど
負
担
が
主
く
な
る
。
こ
れ
を
調
整
す
る
た
め
に

ど
’
細
か
く
分
け
ら
れ
た
。

級
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
等
級
数
は
、
人
口
や
負
担
額
が
多
い
時
ほ

た
と
え
ば
明
治
十
七
年
度
の
奥
平
野
村
を
含
む
入
部

番
学
区
（
一
戸
数
六

O
さ
と
の
小
学
校
費
の
戸
数
割
負
担
は
、
表
れ
の
よ

部
分3

う
に
一
四
等
に
も
区
分
さ
れ
て
い
た
。
な
お
奥
平
野
村
で
は
設
定
さ
れ
て
い
な

、許、易、
L
カ

住
民
に
顕
割
り
で
か
け
る
人
口
割

戸数

2 

2 

4 

14 

24 

39 

36 

37 

45 

36 

45 

58 

66 

177 

1 

負担額

同
2.350 

2. 209 

2.068 

1. 927 

i. 786 I 
1. 645 

i. so4 I 
1. 363 ' 

1. 222 

1. 077 

0. 921 

0. 771 

0.620 

0.470 

等級

2 

δ 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

免除

（注） 主主怒ifliは1戸あたりの結1
を示すa

資料： f奥平野財産区管沼！会

文書ol'J

と
い
う
賦
課
方
法
を
用
い
る
町
村
も
あ
っ

た
（
表
約
）
。

町
村
会
で
は
等
級
作
成
の
の
ち
、
村
内

全
戸
止
な
等
級
へ
振
り
分
け
て
い
く
。
ど
の

仙
寺
級
へ
振
り
分
け
る
か
は
、
地
租
納
入
額
、

近代・現代E査史謀議Nr87 



な
ど
が
参
考
に
さ
れ
た
が
、
基
本
的
に
は
議
員
の
総
合
的
判
断
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
決
定
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
町
村

会
に
お
い
て
重
要
な
作
業
で
あ
っ
た
。
な
お
戸
数
割
の
一
戸
数
は
本
籍
者
だ
け
で
な
く
、
寄
留
人
な
ど
も
含
ん
で
い
る
た
め
戸
籍

ト
い
の
一
戸
の
数
よ
り
多
か
っ
た
。

第
二
条
は
具
体
的
な
徴
収
方
法
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
奥
平
野
村
で
は
、
こ
の
時
期
な
お
町
村
協
議
費
は
、

一
年
間
支
出
し

た
も
の
を
後
か
ら
住
民
に
か
け
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
照
会
や
町
村
会
で
予
算
を
審
議
し
て
議
定
す
る
た

め
に
は
予
算
額
を
使
用
す
る
前
に
住
民
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
後
徴
か
ら
前
徴
へ
転
換
す
る
と
き
に

は
、
二
間
分
を
二
度
に
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
住
民
の
負
担
は
一
時
的
に
た
い
へ
ん
重
く
な
る
。

そ
こ
で
奥
平
野

村
で
は
、
地
方
税
分
の
み
を
前
徴
、
協
議
費
分
を
後
徴
と
し
た
。

第
一
一
一
条
は
、
営
業
税
の
等
級
設
定
で
あ
り
、
こ
れ
も
議
員
の
総
合
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
第
四
条
は
、
町
村
会
の
時

問
、
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
決
定
し
て
い
る
。
第
五
条
は
、
一
戸
長
給
料
・
町
村
会
議
員
日
当
な
ど
の
事
務
に
関
す
る

給
与
基
準
の
決
定
で
あ
っ
た
。

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
町
村
会
と
は
別
に
村
ご
と
の
独
自
の
「
村
会
L

が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
藍
那
村
で
は
、

明
治
十
四
年
六
月
十
六
日
っ
村
会
決
議
之
越
し
と
し
て
回
櫛
え

四
銭
、

国
の
草
取
り

反
一
円
四

O
銭
の
手
間
賃
を
確

反

定
し
た
り
、
悔
雨
の
雨
を
よ
ろ
こ
ぶ
祭
典
の
開
催
期
日
、
地
租
の
納
入
方
法
な
ど
を
決
定
し
た
。
農
作
業
に
関
す
る
「
村
」
全

体
で
の
賃
金
決
定
や
村
の
所
行
事
の
執
行
方
法
は
、
独
自
の
慣
習
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
会
合
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、
町

村
会
規
則
に
よ
る
年
二
伎
の
村
財
政
を
中
心
と
す
る
町
村
会
と
、
具
体
的
な
「
村
」
運
営
を
中
心
と
す
る
独
自
の
会
合
の
両
方

に
よ
っ
て
町
村
レ
ヘ
ル
の
地
域
社
会
の
運
営
方
針
は
決
定
さ
れ
て
い
た
。

188 第一京近代貌i児期の者1r戸



第凶節地方三新法形成と郡部の動向

表 42 議書店村における村会合 （明治17年10月～12月）

月 日 出席者 議 題ー

10月10日 総代・什長 小学校巡回授業l±l願に対する指令について

村会議員 村内住民不利についての処援

村氏11人 l菅野村との送路修綴の調整についての方針

10月19日 不明 菅野村との道路修繕の調主主についての方針

自家用瀬についての心得について

（租税）第 2J摂取立について

村内養母と養子をめぐる一件について

八幡神社ー永代献供料について

番外となっている邸への諸掛賦課について

10月27日 総代 学校設矧；談について人名と名簿が合わないことにつ

村会議員 いて

10月31臼 村会議員 学校設総代にて取立の件

什：長 戸長役場への願伺代議料について

村内離縁について当事者の；相対とし村方で‘ゐっかわ
なし、こと

合学校設滞納地域の払方について

11月4rヨ 村会議員 学校設徴収についてゐる組の什長の苦情および同級

行·~乏・学校掛 の滞納について

1 1月10臼 村会議長 学務委員・学校街地掛について予備選挙

学校j卦 物産の戸長役場への蒸し出し総代に依頼の件

村の費用l¥'tの閲覧願い，総代に依頼の件

学校費徴収簿戸長役場へ提出を総代に依頼の約二

向日 （村会議員） 1秋臼麗い男女自給決定

11月16日 総代 租税の代米約の可否について

村会議員 。郡町村連合会議員の連合i町村内での議員の予備選挙

11月26El 総代 墓地取調上中の件・地方税取立方の約二

村会議員 3人 租税上納の件

12月2rヨ
戸数および寄il人調室t.中一塁山山論の件

鉄砲所有者中出の｛i＼：・八幡宮祭礼新調費用の約二

12月15日 中ー霊山山論の約二・村阪！の年賀の｛牛

総代給料の｛件・事f向三一日休みの件

明治18年奉公人給与の件・務理主人臼当の｛牛

r89 際史編N 近代・現代



独
自
の
会
合
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、

「村
L

に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
臨
那
村
の
会
合
の
あ
り

方
を
例
に
取
っ
て
そ
れ
を
見
て
み
た
い
。
明
治
十
七
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
一
一
一
カ
月
間
に
藍
那
村
で
は
表
川
町
の
よ
う

な
会
合
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
表
か
ら
、
藍
那
村
で
は
村
を
代
表
す
る
総
代
と
、
大
区
小
区
制
以
来
村
内
の
小
単
位
で
あ
る
紐
を
統
括
す
る
什
長
、
そ

し
て
村
会
議
員
が
村
運
営
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
会
議
の
開
催
の
頗
度
は
高
く
、
十
月
、
十
一
月
は
、
月
に
問

回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
各
会
議
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
出
席
者
、
が
異
な
っ
て
い
た
。
村
会
議
員
は
す
べ
て
の
会
議
に

出
席
し
て
お
り
、
学
校
掛
な
ど
伺
別
の
役
職
に
つ
い
て
い
た
者
は
、
そ
の
役
職
に
関
係
す
る
も
の
の
み
に
出
席
し
た
。
重
要
な

問
題
は
、
総
代
・
村
会
議
員
・
什
長
の
連
合
会
や
、
そ
れ
に
村
氏
を
さ
ら
に
加
え
た
会
で
決
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な

の
会
議
に
よ
る
町
村
運
営
が
な
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
町

ι寸
三
道
、

よ
小
、
刀

一
間
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
容
や
異
な
る
意
見
を
も
っ
人
々
が
生
活
す
る
地
域
全
体
を
統
括
す
る
団
体
へ
と
転
換
し
て
い

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
部
で
は
村
有
林
野
な
ど
の
村
有
財
産
や
水
利
権
、
信
仰
、
地
価
の
修
正
の
最
小
共
間
利
害
単
位
で

も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
前
者
の
機
能
と
関
連
す
る
の
が
町
村
会
規
則
に
よ
る
町
村
会
で
あ
り
、
後
者
と
関
連
す
る
の
が
独
λ

打

の
会
合
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、
後
に
述
べ
る
明
治
十
七
年
改
正
で
明
確
に
な
る
が
、
町
村
会
規
則
に
よ
る
町
村
会
の
権
限
が

村
山
財
政
の
審
議
決
定
に
限
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
執
行
を
に
な
う
総
織
で
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
藍
那
村
の

例
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
務
遂
行
上
日
常
的
に
生
ま
れ
て
く
る
問
題
は
、
法
令
上
の
町
村
会
以
外
の
会
合
で
決
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

工90近代数明期の神戸第一方：



2 

連
合
町
村
一
戸
長
役
場
制
の
展
開

明
治
十
三
年
の
連
合

町
村
一
戸
長
役
場
制

明
治
十
五
年
四
月
、
兵
庫
県
は
県
会
で

案
、
こ
れ
に
対
し
て
県
会
は
、
経
費
の
節
減
と
事
務
能
力
に
す
ぐ
れ
た
戸
長
の
雇
用
が
は
か
れ
る
と
し

0
0戸
に
一
役
場
を
置
く
と
い
う
戸
長
役
場
制
の
改
正
を
提

て
提
案
に
反
対
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
同
年
六
月
二
日
迎
合
戸
長
役
場
制
が
布
達
さ
れ
、
七
月

は
、
最
初
県
が
基
準
と
し
た

日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

市
城
郡
部
の
一
戸
長
役
場
設
置
は
、
概
略
表
ハ
刊
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
戸
長
役
場
あ
た
り
の

0
0戸
よ
り
か
な
り
大
き
く
な
っ
た
。
連
合
一
戸
長
役
場
は
、
菟
際
部
で
は
商
か
ら
東
で
そ
の
他
の
部
で
は
部
役
所
の
近
く
か

地方三新法形成と郡部の動向第四節

明治13年rffJ或関係連合戸長

役場区域

表 43
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奥平 野村
東尻池村

駒ケ林村

板宿村

東須跨村

下 谷上村

中村

1i: 合村

務、村

新在家村

東関村

御影村

住吉村

魚崎村

問中村

深江村

道場Jll原村
｝者椴村

ヰ吉野村

西 rm村

中大沢村

西妥E水村

小 ＂＇f' ;jミI
下洋橋村
長谷村

稲｛ 主村

i浅戸在i村
東村

合郷村

戸間村

木津村

野瀬村

／＼ 

菟

1

2

3

4

5

6

7
一1
2
3
4
5
6
7
8
9
e
3
5
7
8
9
5
6
7
S
9
ω

日
ロ

3

4

5

第
第
第
第
第
第
第
一
第
第
第
第
第
第
第
第
第
一
第
第
第
第
第
一
第
第
第
第
第
第
第
第
一
策
第
第

一部
＼／ 

役場名

〈
八
部
郡
〉

JZ( 

昔日、、／

〈
翁
馬
郡
〉

／＼  

明

お

cm ！見;c;x部首＞13戸長役滋i豆械にi1liH泌すがBr~話。
戸数は明治24年「後発物件－＇！窓表」による。

資料：兵部j尽；｛[i逮号外（明治13年雪月 9日）
』まカミ
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明治13'.l:f改正による市域関係各都

戸長給与・東員数

月給額（円） 戸長 交員
郡名

12 10 9 8 7 6 5 総数 数

入部郡 2 3 2 7 19 

菟涼郡 1 32112  10 10 

有馬郡 2 2 3 6 1 14 38 

明石郡 2 5 2 5 1 1 16 60 

美談郡 1 3 8 1 1 14 49 

ら
第
二
戸
長
役
場
、
第
二
戸
長
役
場
と
い
う
ふ
う
に
、
番
号
で
名
前
が
つ
け
ら
れ

Tこ

は
迎
合
町
村
で
一
人
と
な
り
、
役
場
に
は
他
に
数
人
の
用
掛
と
そ
の
下
に

（段〉 JI：員数は戸長役場のmm・m生・mlの総計。

資料：明治14年皮 r兵隊県統計1双差是」

篠
山
生
が
吏
口
氏
と
し
て
お
か
れ
、
さ
ら
に
事
務
が
多
い
時
期
に
は
臨
時
で
手
伝
人
が

お
か
れ
た
。

そ
の

に
対
し
て
兵
庫
県
は
公
選
に
よ
る
選
出
法
を
同
年
六
月

表 44

日
布
達
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
選
挙
権
は

一O
歳
以
上
の
男
子
で
連
合
町
村
内
に

本
籍
を
定
め

被
選
挙
権
は
一
一

O
歳
以
上
の
男
子
で
そ
の
郡
区
内
に
本
籍

を
定
め
、
尚
一
一
一
年
以
上
住
居
し
、
そ
の
職
務
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
者
に
与
え

ら
れ
た
。

た
だ
し
、
一
戸
長
が
そ
の
任
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
県
が
判
断
す

れ
ば
、
県
令
が
任
命
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

改
正
夜
後
の
七
月
十
七
日
、
兵
庫
県
は
戸
長
の
出
頭
命
令
に
応
じ
な
い
も
の
に

対
し
て
は
郡
長
が
命
令
を
出
し
、
そ
れ
に
も
応
じ
な
い
場
合
は
、
叫
MU
察
力
で
対
処
す
る
出
向
を
達
し
た
。
個
々
の
町
村
か
ら
離
れ
、

ま
た
給
与
閣
で
も
戸
長
数
が
減
少
し
た
た

数
カ
村
を
担
当
す
る
一
戸
長
に
対
し
て
事
務
上
の
執
行
能
力
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
。

め
、
地
方
税
か
ら
の

人
あ
た
り
の
支
出
分
は
大
幅
に
増
加
し
、
最
高
で
は
月
一
二
円
に
も
な
っ
た
（
表
科
）
。
こ
の
よ
う
な
給

与
の
増
額
は
専
門
的
に
職
務
を
こ
な
せ
る
人
物
を
戸
長
に
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
連
合
町
村
の
事
務
は
、
表
M

刊
に
あ
る
よ

う
に
、
菟
原
郡
以
外
は
各
郡
と
も
戸
長
の
他
に
一
一
一
人
程
度
の
吏
員
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
吏
員
に
は
、
戸
長
の
代
理
を

つ
と
め
る
用
掛
、
事
務
を
扱
う
紘
一
十
生
、
戸
長
役
場
の
雑
務
を
扱
う
小
龍
、
県
庁
・
郡
役
所
や
管
内
各
町
村
な
ど
の
連
絡
に
あ
た
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る
下
走
な
ど
が
置
か
れ
た
。
ま
た
連
合
町
村
全
体
に
関
す
る
町
村
役
場
費
な
ど
に
つ
い
て
は
、
連
合
町
村
会
で
決
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
連
合
町
村
会
は
値
常
的
に

mm地
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
一
戸
長
が

町
村
を
代
表
し
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
は
、
町
村
を
代
表
す
る
と
と
も
に
町
村
か
ぎ
り
の

諸
事
務
を
お
こ
な
う
も
の
と
し
て
、
総
代
（
も
し
く
は
人
民
総
代
）
を
選
挙
で
選
出
し
た
。
こ
の
総
代
は
、
一
戸
長
か
ら
の
諸
連
合
｝
村

内
に
問
覧
し
た
り
、
戸
長
役
場
の
事
務
を
俄
々
の
村
で
実
際
に
遂
行
す
る
と
い
う
役
割
、
も
は
た
し
た
。
給
与
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村

の
協
議
畏
か
ら
支
出
さ
れ
、
村
の
規
模
に
よ
っ
て
そ
の
額
は
異
な
り
、
臨
那
村
の
場
合
、
惣
代
の
給
与
は
年
額
六

O
円
と
さ
れ

て
お
り
、
大
一
弘
小
区
制
の
時
期
に
間
戸
長
で
あ
っ
た
者
が
惣
代
に
就
任
し
た
。

単
独
一
戸
長
役

場
制
の
併
用

こ
の
連
合
一
戸
長
役
場
制
で
は
、

の
ち
単
独
で
行
政
村
に
な
る
住
吉
村
の
よ
う
な
大
村
で
さ
え
も
迎
合
の
対
象

と
な
っ
て
お
り
、
御
影
村
の
よ
う
に
一
市
街
を
な
す
大
町
村
以
外
、
単
独
で
一
戸
長
役
場
を
誼
か
れ
る
こ
と
は

地方三新法形成と郡部の動向

な
く
、
一
戸
長
役
場
の
名
称
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
級
め
て
回
一
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
戸
長
役
場
制
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
関
川
は
経
費
の
節
減
と
と
も
に
有
能
な
一
戸
長
の
選
出
を
そ
の
理
由

と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
山
林
原
野
の
地
租
改
正
、
明
治
十
ニ
年
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
へ
の
対
処
、
小
学
校
教
育
の

推
進
な
ど
緊
急
の
課
題
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

コ
レ
ラ
な
ど
の
流
行
病
お
よ
び
小
学
校
教
育
の
問
題
は
後
に
述
べ
る
こ

と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
連
合
町
村
制
の
間
一
的
導
入
と
直
接
関
係
し
て
い
た
山
林
原
野
の
地
租
改
正
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

山
林
の
入
会
は
農
業
経
営
や
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
入
会
林
野
の
権
利
と
使
用
法
に
つ
い
て
は
近

第四節

位
以
来
複
雑
な
慣
習
が
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
十
ニ
年
末
か
ら
本
格
化
し
た
山
林
原
野
の
地
租
改
正
は
、
こ
の
複
雑
な
用

益
権
を
整
理
し
て
所
有
権
者
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
官
有
（
国
有
）
・
民
有
の
区
別
、
府
議
権
を
も
っ
村
々
の
問
で
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の
権
問
恨
の
確
定
な
ど
も
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
が
起
こ
っ
た
（
同
『
産
業
経
済
編
I
』
参
照
）
。

一
村
に
二
戸
長
を
お
く
と
、
村
の
利
益
に
一
戸
長
が
引
き
ず
ら
れ
、
山
林
原
野
の
地
組
改
正
が
円
浴
に
遂
行
で
き
な
い
ば
か
り

か
、
地
域
運
営
全
般
が
停
滞
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
県
は
述
合
町
村
一
戸
長
役
場
制
の
間

的
な
導
入
に
よ
っ
て
、
一
戸
長
を
個
々

の
村
の
利
市
青
か
ら
切
り
離
し
、

mm
の
求
め
る
事
業
を
担
え
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

山
林
原
野
の
地
租
改
正
が
終
了
す
れ
ば
悶

的
な
連
合
町
村
一
戸
長
役
場
制
を
と
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
か
ら
、
県
は
そ
の
の

ち
昭
一
的
設
定
を
見
直
し
、
単
独
一
戸
長
役
場
制
と
の
併
用
を
認
め
て
い
く
。
明
治
十
凶
年
四
月
の
県
会
で
、
前
年
に
実
施
さ
れ

Tこ
画

的
な
述

λ

川
口
町
村
一
戸
長
役
場
制
は
地
域
の
実
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
の
意
見
が
多
数
出
さ
れ
、
一
戸
長
役
場
を
連
合
し
て
設
置

す
る
か
単
独
で
設
閉
院
す
る
か
は
地
域
の
住
民
の
希
望
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
建
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
建
議
案

は
、
県
会
で
賛
成
問
。
、
反
対
六
の
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。

山
林
原
野
の
地
租
改
正
が
ほ
ぼ
終
了
し
た
同
年
六
月
九
日
、
県
は
こ
の
建
議
を
受
け
、

0
0戸
以
上
の
町
村
が
単
独
で

長
役
場
を
置
く
こ
と
を
許
可
し
た
。
多
く
の
町
村
で
単
独
役
場
制
へ
の
移
行
を
願
い
出
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
現

突
に
は
表
刊
の
よ
う
に
郡
ご
と
に
異
な
っ
た
対
応
が
と
ら
れ
た
。

入
部
郡
で
は
、
こ
の
施
策
に
か
か
わ
ら
ず
一
戸
長
役
場
区
域
の

変
更
は
ま
っ
た
く
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
放
火
譲
郡
で
も
、
単
独
で
一
戸
長
役
場
を
控
く
こ
と
は
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
市

域
に
関
係
す
る
地
域
で
は
管
轄
区
域
の
変
更
も
な
か
っ
た
。

一
方
、
菟
原
郡
で
は
、
葺
合
村
・
筒
井
村
・
河
原
村
・
新
在
家
村
・
新
生
村
・
石
屋
村
・
御
影
村
・
深
江
村
・
大
石
村
で

独
の
一
戸
長
役
場
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
明
石
郡
で
も
東
垂
水
村
・
西
霊
水
村
・
版
監
村
・
下
畑
村
・
名
谷
村
・
山
岡
村
・
多
間

村
・
布
施
畑
村
・
池
野
村
・
ム
口
同
和
村
・
細
田
村
・
宝
勢
村
・
池
田
村
・
古
郷
村
・
野
中
下
村
で
単
独
で
の
町
村
設
置
が
認
め
ら
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地方三新法形成と郡部の動向第四節

明治14年改正におし、て述合町村戸長役場1~］をとった町村表 45

戸数

不許2

881 

721 

402 

648 

397 

597 

奥平野予定阪！
炎旧東池尻
！~句ケ林野間
板潟大手西代池関
東須磨間須際多井畑

下谷上上谷上小吉~与をー衛門新田
中原野福地東下商下坂本衡原

名村

石井夢野鳥際

問ilh尻設問新聞 今和田新田

白川

観!II奇

王手妙法寺

名

上灘組
中灘上級

'*' l灘－F;¥';II 
下灘上級
下灘下級
山田上級

111 B=J下組

場役

〈
入
部
都
〉

200 

101 

128 

不詳
不詳
366 

314 

174 

418 

lf,rim 小河

三条）（津知

者E芝原［日
対立原上野五毛
森味泥鍛冶庭料問摩耶山
東明八幡水王手新問高羽徳、:JI二

住吉郡家
青木西青木
北畑田辺小路
｜高j本問中

魚崎機屋

王様中野

組
組

組
組
組
組
線

組
綴

店主
原

明
士
口
木
条
本
附

山
石
畑
森
一
泉
佐
背
三
附
魚

／＼ 

菟

原

若日
v 

326 

608 西対社P手風深谷移II谷
有野二郎
主主尾 附物
下小名凶
神｛す中大沢上大沢
道湯川i際平間余震予

上小名凶
ヰ吉野組
八多庄級

349 

677 
縦
:¥([B=J 

日間原市原
宅)JR 目下部

434 

210 

182 

125 

109 

408 

358 

414 

友情

向井

別府有rJ.~［
lliJ開小手
下 洋橋水谷高l'f！橋
小山二度新居住

王吉田 森友
長 谷菅野池谷松本寺谷福谷栃木務口
被住栄小木津木兇抑部近江商
ii§戸 田 裕 中 下 官 前 大 知l常 本芝崎
中津印路大堅手！夜明
繁国竪匠！黒田
義国和国

北広谷東
南勝成新

i関和

西河原新方

井吹

今~i主
任11二十1

J
h
H
V
 

γ
2
 

ト」；長坂

組
組原

沢
川
一
府
関
津
山
倒
谷
住

治
ム
吋
J
V－q功。

。

大
道
一
別
前
A
H
f

小
育
長
潟
下

〈
有
馬
郡
〉

組
組
組
級
相
脳
級
組
組

／＼ 

明

石

者名
＼／ 

123 

100 

499 

組
問
脳
級

rn 
rn 

繁

和

神 五百蔵新小＊野EEl:J宇必＂メミ、
ヅh 1'1 小村l

淡河

（注） 八部1l1l・5完遂君j＼では13年主主合町村役場区域と？！＼：］立なし。

戸数については明治24年「徴発物件一覧表」による。

資料：明治14年 F兵f!l19芸統計ー概＊＂ほか

荻原木津行隊
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れ
た
。
有
馬
郡
で
は
、
湯
山
町
・
庶
植
村
・
上
津
谷
村
で
単
独
の
町
村
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の

で
は
、
連
合
戸
長
役

場
区
域
も
そ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
小
さ
く
な
っ
た
。

こ
の
単
独
町
村
役
場
併
用
制
へ
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
連
合
を
続
け
て
い
る
戸
長
役
場
区
域
は
名
称
を
変
更
し
た
。

)¥. 
f.i~ 

郡
で
は
、
第
一
戸
長
役
場
が
上
灘
組
戸
長
役
場
と
さ
れ
る
な
ど
、
上
灘
・
中
灘
・
下
灘
・
山
聞
な
ど
の
近
位
時
代
の
惣
代
庄
屋

組
の
名
称
が
付
け
ら
れ
た
。
菟
原
郡
で
は
一
戸
田
氏
役
場
の
位
置
す
る
村
名
を
と
っ
て
、
畑
原
組
な
ど
の
名
称
が
と
ら
れ
た
。

戸
長
役
場
分
離

な
ど
の
婆
求

分
離
が
認
め
ら
れ
や
す
、
従
来
の
連
合
区
域
の
変
更
も
な
か
っ
た
入
部
郡
で
は
、
一
戸
長
役
場
の
分
離
を
求
め

る
村
々
の
運
動
が
お
こ
っ
た
。

監
那
村
で
は
、
単
独
町
村
一
戸
長
役
場
制
許
可
を
聞
き
、
村
内
で
協
議
し
た
上
で
、
山
中
に
あ
る
た
め
他
村
と
の
距
離
が
離
れ

て
い
る
こ
と
を
斑
尚
に
、
昭
和
十
四
年
六
月
協
同
令
に
対
し
て
単
独
一
戸
長
役
場
設
置
を
嘆
願
し
た
。
こ
れ
は
郡
長
に
説
得
さ
れ
て
、

い
っ
た
ん
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
第
七
一
戸
長
役
場
区
域
各
村
の
一
戸
数
は
少
な
く
、
鹿
那
村
で
一

O
O一
円
、
右
越
え
る
程
度
で
あ
っ
た

こ
と
が
単
独
町
村
一
戸
長
役
場
設
置
を
難
し
く
し
て
い
た
一
つ
の
現
出
で
あ
ろ
う
（
表
“
）
。

臨
那
村
は
単
独
一
戸
長
役
場
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
明
治
十
四
年
九
月
、
村
に
一
戸
長
役
場
の
用
掛
を
常
置
し
て
も

ら
う
と
い
う
上
中
を
県
に
お
こ
な
っ
た
。
明
治
十
四
年
十
月
、

っ
出
張
問
川
掛
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、

右
衛
門
が
投
票
の
上

選
出
さ
れ
た
。
監
那
村
で
は
、
こ
の
用
掛
が
事
務
を
と
る
「
照
掛
所
」
を
お
い
て
、
一
戸
長
役
場
の
機
能
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
こ
の
用
掛
設
設
に
か
か
わ
ら
ず
実
質
的
な
使
立
は
な
く
費
用
負
担
が
哨
え
た
だ
け
で
あ
る
と
の
恕
山
で
藍
那
村
は
さ
ら

に
明
治
十
五
年
九
月
、
戸
長
役
場
区
域
の
他
村
の
総
代
の
質
成
な
も
得
て
、
単
独
戸
長
役
場
の
設
置
を
県
に
願
い
出
た
が
、
こ

れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
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地方三新法形成と郡部のj動向第四節

入部郡第七戸長役場i玄j或各村戸数表 46

磁那村間下村 i坂本村i街原村｜小河村原野村 i福地村 l＊下村村中村名

109 38 39 41 21 107 36 145 61 戸数

資料：明治24年 rr故発物件一覧表」

入部君II第四戸長役場区域各村戸数表 47

白川村村王手妙法寺村池E日村商代村大手村板宿村村名

52 47 80 25 42 37 67 戸数

中
中
村
・
｛
阿
川
村
・
妙
法
寺
村
の
一
一
一
村
は
、
山
間
部
に
あ
っ
て
海
岸
部
の
板
宿
村
な

ど
閉
カ
村
か
ら
速
く
、
畏
情
も
異
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
明
治
十

の
連
合
一
戸
長

役
場
制
実
施
夜
後
の
六
月
末
か
ら
、
一
戸
長
役
場
の
分
離
を
嘆
願
し
て
い
た
。
一
一
一
村
は
、

八
部
部
役
所
の
説
諭
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
嘆
願
を
繰
り
返
し
、

八
月
に
は
郡
役

所
を
介
し
て
県
へ
嘆
願
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
県
は
、
七
カ
村
で
の
戸
長
選

挙
の
投
票
を
せ
ま
っ
た
が
、
分
離
を
主
張
す
る
一
一
一
村
は
こ
れ
を
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
し
て

分
離
運
動
を
続
け
た
。
明
治
十
四
年
の
単
独
一
戸
長
役
場
設
置
許
可
の
布
達
を
受
け
て
、

三
村
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
戸
長
役
場
設
罷
を
嘆
願
し
た
よ
う
で
、
白
川
村
で
は
明
治
十

間
年
七
月
二
十
七
日
、
村
内
小
部
の
連
印
で
嘆
願
書
を
mm
に
提
出
し
た
。

し
か
し
表

灯
の
よ
う
に
、
一
一
一
村
と
も
県
の
基
準
で
あ
る
一

O
O一
戸
に
は
遠
く
お
よ
ば
ず
、
こ
の

嘆
願
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

資料：明治24年「徴発物件一覧表J

一
方
菟
原
郡
で
は
、
明
治
十
六
年
一
月
、
一
一
一
条
組
の
う
ち
中
野
村
・
小
路
村
・
北

畑
村
・
国
辺
村
は
、
一
一
一
条
村
・
森
村
・
津
知
村
と
分
離
し
て
問
カ
村
で
一
戸
長
役
場
を

設
置
し
た
。

に
あ
た
っ
て
田
村
の
総
代
お
よ
び
各
村
毎
に
設
置
さ
れ
て
い
た
用

掛
は
、
述
印
で
連
合
一
戸
長
役
場
運
営
に
つ
い
て
の
七
カ
条
の
一
戸
長
役
場
規
定
を
つ
く

~.） 

こ
れ
は
、
一
戸
長
を
出
す
村
以
外
の
一
一
一
カ
村
か
ら
は
、
各
村
ご
と
に
用
掛
を
出

す
、
周
掛
給
料
は
各
村
の
地
方
税
納
入
総
額
に
比
例
し
て
支
出
す
る
、
各
村
の
村
氏

近代・琴HI::歴史編W197 



は
用
掛
を
続
出
し
て
租
税
な
ど
を
納
め
る
な
ど
、
各
村
の
独
立
性
を
強
く
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
の
藍
那
村
や
、
こ

の
一
戸
長
役
場
競
定
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
十
間
年
の
改
正
以
降
は
、
用
掛
と
い
う
職
種
を
利
用
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
一
戸
長
役
場
で
な
す
べ
き
事
務
を
各
村
で
お
こ
な
う
と
い
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
用
掛
と
村
の
総
代
は
、
監

那
村
で
も
中
野
村
等
で
も
同
一
人
物
で
は
な
か
っ
た
。

一
村
に
一
戸
長
を
置
い
た
場
合
と
異
な
り
、
村
の
代
表
者
と
一
戸
長
役
場
事

務
を
担
う
者
と
は
、
違
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

3 

公
共
事
務
の
展
開

小
学
校
教
育

兵
庫
県
が
、
述
合
町
村
制
を
と
っ
た
の
は
先
に
述
べ
た
山
林
原
野
の
地
租
改
正
の
た
め
の
み
な
ら
ず
小
学
校

教
育
や
コ
レ
ラ
大
流
行
な
ど
の
衛
生
と
い
っ
た
新
た
な
公
共
事
務
の
前
進
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
。

政
府
は
、
明
治
五
年
八
月
二
日
に
出
さ
れ
た
学
制
制
定
以
来
、
小
学
校
教
育
の
推
進
を
は
か
つ
て
い
た
が
、
明
治
十
二
年
九

月
の
教
育
令
以
降
、
政
府
や
県
と
い
う
行
政
機
関
が
こ
の
抗
進
を
院
接
担
う
方
式
か
ら
、
町
村
F

悶
’
身
に
こ
れ
を
進
め
さ
せ
る
方

式
へ
転
換
し
た
。

教
育
令
に
よ
り
、
就
学
期
間
は
八
年
か
ら
最
低
四
年
、

一
年
に
四
カ
月
以
上
出
席
す
れ
ば
よ
い
と
…
臓
を
も
っ
た
も
の
と
な
り
、

実
質
的
に
義
務
教
育
の
期
限
短
縮
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
県
令
が
任
命
す
る
学
区
取
締
に
か
わ
っ
て
、

「
町
村
ノ
学
校

心
事
務
ヲ
幹
理
」
す
る
学
務
委
員
が
住
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
十
一
一
一
年
ニ
月
十
二
日
布
達
さ
れ

た
兵
庫
県
学
務
委
員
選
挙
規
則
に
よ
れ
ば
、
学
務
委
員
の
選
挙
資
格
は
、
選
挙
権
・
被
選
挙
権
と
も
満
二

O
歳
以
上
の
男
子
で
、
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地方三新法形成と郡部の動向第四節

援那村協議後支Ill表 48

16 

円
111. 00 

6.00 

5.50 

12.00 

i弓
128.00 

12.00 

1. 23 

8.32 

32. 73 

94.00 

9.00 

6.00 

60.00 

30.00 

8.00 

9. 50 

1. 70 

0.80 

7.68 

15 

i可
112.00 

12.。。

14 

月
101. 00 

12.。。

13 

liJ 
80.00 

10. 00 

1. 30 

明治12年

6.00 

57.07 

90.00 

15.00 

6.00 

60.00 

30.00 

12.00 

15.00 

1. 16 

3.45 

8.40 

6.00 

57.48 

70.00 

12.00 

5. 50 

60.00 

25.00 

12.00 

15.00 

0.60 

1. 95 

7.40 

52.00 

89. 72 

72. 80 

18.60 

6.00 

60.00 

30.00 

9.50 

24.00 

0.48 

3.61 

6.80 

53. 27 

85.00 

6.00 

12.。。

36.00 

18.50 

12.60 

3.40 

7. 70 

学校設

学務委員給

衛生殺

衛生委員給

協議巡査費

道路修緩袈

橋梁修絡'l/(
Z汗務消耗弘I(

総代給

小使給

村会費

議員ほか羽当

部内迷手会会主主

郡内連合会費

郷村社祭典型t
臨待費

408.96 428.08 437.号3465.08 315. 70 計ぷ》、
lこ1

"' 〆0
34.2 

（注） 臨時＇／！.（の内訳は明治13主獄事村社祭典絞・明治14年11!林原野改正i~.

教育資の千：lj合は（学校E翌十学務委員~v の全体1rr'i めるま＇）合。
資料：「盤那自治会文書'i'J

% 
29.0 

。ζ
／υ 

25.8 
% 

19.4 
% 

37. 1 教育費の割合

そ
の
町
村
に
本
籍
を
持
ち
居
住
す
る

も
し
く
は
寄
留
し
て
い

と
さ
れ
て
お
り
、

ほ
ぼ
男
子
の
普
通

選
挙
に
近
か
っ
た
。

菟
原
郡
で
は
、
こ
れ
に
よ
り
学
務

委
員
を
学
校
組
合
の
組
合
村
ご
と
に

選
出
し
た
。
菟
原
郡
の
場
合
、
公
立

小
学
校
は
一
一

O
校
で
あ
り
、
一
一
村
に

一
つ
の
割
合
で
小
学
校
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
が
、
区
分
方
法
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
各
校
一
人
の
学
務
委
員

が
段
か
れ
て
い
た
が
、
複
数
の
学
務

委
員
が
選
出
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
（
新
徳
校
二
人
・
丘
集
校
一
一
人
・

魚
崎
校
四
人
・
青
木
校
一
一
一
人
）
。
明
治
十

年
六
月
、
菟
原
郡
内
の
学
務
委
員

は
共
同
で
、
町
村
ご
と
に
学
務
事
務

近代・ 5晃代j盗民：編W199 



町村協議夜中の教育資およびその比率表 49

郡T:i 明者日原菟君·~部日八

% 
27.5 

26. l 

26.3 

26.9 

33.2 

Eキ1教育費

円
7, 255 

7,437 

8,090 

9,459 

9, 708 

協議費

円
26, 341 

28,451 

30, 774 

35, 134 

29, 270 

2ド

内%
3,236 36.2 

3, 119 • 36. 2 

3, 409 41. 8 

7, 857 • 58. 2 

11,802: 67.0 

教育費協議資

円
8,933 

8,617 

8, 149 

13,497 

17,622 

教育費

Pl % 
l, 500 : 13. 9 

l, 666 • 13. l 

1,912'12.4 

4,463. 35.2 

3, 445 : 41. l 

協議費

円
10, 797 

12, 739 

15,408 

12, 677 

8, 377 

次

明治12

13 

14 

16 

17 

主ド

の
取
扱
い
が
異
な
ら
な
い
よ
う
に
菟
原
郡
学
務
委
員
事
務
取
扱
振
ゅ
ん
円
を
作
成
し
た
。

と
こ
ろ
で
教
育
令
の
制
定
は
、
一
一
一
新
法
に
よ
っ
て
教
育
に
つ
い
て
の
基
本
的
負
担

が
町
村
自
’
身
の
決
定
す
る
協
議
費
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と

軌
を
一
に
し
て
い
た
。
教
育
の
費
用
負
担
を
住
民
に
求
め
る
た
め
に
は
、
住
民
自
身

の
積
械
的
な
教
育
事
業
へ
の
参
与
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

教
育
に
つ
い
て
の
町
村
の
負
拐
を
藍
那
村
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
表
刊
の
よ
う
で

あ
り
、
村
協
議
費
の
な
か
で
教
育
関
係
の
支
出
額
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。
協
議
費

全
体
に
対
す
る
教
育
関
係
の
費
用
の
割
合
は
、
明
治
十
一
一
年
に
は
一
一
一
O
%
強
、

年
に
一
O
%
に
減
少
す
る
が
、
そ
の
後
ま
た
割
合
は
増
え
、
明
治
十
六
年
に
は
ふ
た

た
び
一
二
O
%
台
と
な
っ
た
。

市
城
に
関
係
す
る
地
域
を
郡
単
位
で
見
た
場
合
、
表
的
の
よ
う
に
か
な
り
郡
に
よ

っ
て
そ
の
比
率
は
迷
う
が
、
少
な
い
入
部
郡
で
一
O
%
強
、
多
い
菟
原
郡
で
は

資料： r兵!111県統計慨表」

ガ
か
ら
四
O
%
も
の
額
を
占
め
、

入
部
郎
、
な
除
く
各
郡
で
は
、
す
べ
て
の
設
問
中
も

っ
と
も
多
額
で
あ
っ
た
（
入
部
郡
は
土
木
授
が
絞
も
多
い
）
。

い
同
玉
、
こ

t
工
、
J
h
y

、
問
M

J
J白
ゆ
み
イ
斗
d
v
b
v
札

V
φ
／

｝

V
ふ

μ

昨
川
ノ

治
十
四
年
度
で
は
、
有
馬
郡
で
ニ
八
・
O
%
、
恭
一
一
〈
喪
郡
で
は
問
。

%
を
占
め
て

、、－
o

t
v
J
Iド

し
か
も
そ
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、
菟
原
郡
で
は
明
治
十
七
年
度
に
は
、
全

体
の
ふ
ハ
O
%
を
こ
え
て
い
た
。
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町
村
住
民
が
み
ず
か
ら
教
育
を
行
う
と
い
う
方
向
へ
転
換
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
教

（
『
文
部
省
第
八
年
報
付
録
』

明
治
十
三
年
）

脊
令
に
よ
る
県
の
監
督
の
弛
緩
は
っ
人
心
既
一
一
援
鑓
一
一
流
レ
、
学
事
漸
ク
弛
緩
ス
ル

と
あ
る
よ
う
に
、
県
に
と
っ
て
は
教
育
事
業
の
後
退
と
み
な
さ
れ
る
事
態
を
生
み
だ
し
た
。
支
持
の
よ
う
に
墜
那
村
で
は
、
明

治
十

く
ら
べ
十
一
一

は
、
村
財
政
に
占
め
る
教
育
費
の
比
率
は
一
時
的
に
減
少
し
た
。
ま
た
表
向
の
よ
う
に
明
治
十

年
に
は
就
学
率
に
つ
い
て
も
統
計
で
み
る
か
ぎ
り
若
手
低
下
し
た
。

地方三新法形成と郡部の動向第四節

兵庫県内！日摂津地域における就学芸名の変遷表 50

の
後
退
」
は
中
央
政
府
自
’
身
も
認
識
し
て
い
た
。
自
由
民
権
運
動
へ
の
対
応
を
含
め
て
、
政
府
は
教
育
へ
の
干
渉
を

% 

33.6 

31. 4 

30.4 

人

不詳

10,404 

10, 411 

10, 572 

% 
40.0 

40.3 

40.0 

44. 1 

非就学

人
18,096 

18, 472 

19, 921 

19,436 

学総人口

人
30, 162 

30, 920 

33, 186 

34, 771 

明治11

12 

13 

14 

1欠年

強
め
る
と
い
う
方
針
を
定
め
、

教
育
令
を
翌
明
治
十

二
月
二
十
八
日
に
改
正
し
た

（
改
正
教
育
令
）
。

町
村
に
教
育
を
推
進
さ
せ
る
と
い
う
方
式
そ
の
も
の
に
は
変
更
は
な
い
が

町
村
に
対
し
て
県
の
監
督
が
強
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
学
務
委
員
の
持
つ
教
員
の

（主主） 出席数およびネは，常持tll服務のもの。

資料： F兵路県統計枕表」

任
免
・
俸
給
の
決
定
・
教
則
の
編
成
に
つ
い
て
の
権
限
が
県
に
完
全
に
移
行
し
た
。
ま
た
学

務
委
員
自
体
も
、
公
選
制
か
ら
、
学
務
委
員
の
定
員
の

…
倍
か
ら
一
一
一
倍
の
候
補
者
を
住
民
が

選
挙
で
選
び
、
こ
れ
を
県
令
に
推
薦
し
、
そ
の
中
か
ら
県
令
が
選
択
し
て
任
命
す
る
と
さ
れ

た
。
推
薦
の
さ
い
の
選
挙
権
者
も
、
土
地
も
し
く
は
建
物
を
も
っ
者
と
な
り
、
寄
問
問
者
は
排

除
さ
れ
た
。

ま
た
こ
の
改
正
に
よ
っ
て

学
務
委
員
と
し
て
直
接
学
校
運
営
に
加
わ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
連
合
町
村
制
下
の

町
村
が
組
合
を
つ
く
っ
て
小
学
校
を

全
体
と
し
て
管
轄
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
法
的
な
裏
付
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
兵
庫
県
に
お
い
て
は
、
改
正
教
育
令
施
行
に
よ
り
急
激
に
町
村
へ
干
渉
を
強
め

近代・現代隆史露首N20I 



な
る
こ
と
を
期
待
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
針
が
と
ら
れ
た
の
は
、

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
合
町
村
の
戸
長
や
学
務
委
員
へ
の
歎
督
強
化
に
よ
っ
て
、
町
村
が
積
械
的
に
学
中
引
を
進
め
る
よ
う
に

の
ち
に
自
由
民
権
運
動
と
の
関
連
で
述
べ
る
よ

う
に
、
こ
の
時
期
の
県
の
教
育
行
政
の
中
掘
が
、
極
度
な
干
渉
を
好
ま
ず
、

「
実
地
主
義
L

を
探
勝
し
て
漸
進
的
な
政
策
を
基

地
域
の
側
か
ら
も
、
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
識
が
育
ち
は
じ
め
て
い
た
。

本
と
す
る
本
山
彦
一
学
務
課
長
な
ど
慶
応
義
塾
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
藍
那
村
と
小
河
村
は
明
治
十
四
年

米
に
県
が
学
区
改
正
を
行
っ
た
と
き
、
学
齢
児
童
の
就
学
を
維
持
す
る
た
め
、
学
区
内
父
兄
集
会
を
行
い
、
そ
れ
ま
で
の
監
那

村
に
本
校
、
小
河
村
に
支
校
と
い
う
体
制
を
存
続
す
る
こ
と
な
郡
長
に
願
い
出
た
。

衛
生
・
治

安
・
通
信

俗
生
事
務
の
展
開
聞
を
見
て
み
よ
う
。

次
に
教
育
と
な
ら
ん
で
町
村
の
新
た
な
公
共
事
務
と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
伝
染
病
対
策
を
基
本
と
す
る

明
治
十
一
一
年
は
全
国
的
に
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
た
年
で
あ
り
、
兵
庫
県
で
も
こ
の
年
六
月
ご
ろ
か
ら
コ
レ
ラ
が
流
行
し
は
じ

め
、
七
月
に
は
表
引
に
あ
る
よ
う
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。

幻
）
、
全
県
で
八
九
九
一
人
の
患
者
安
出
し
、
う
ち
六

二
五
人
も
の
人
が
死
亡
し
た
。

こ
れ
は
明
治
十
年
代
以
降
で
は
も
っ
と
も
流
行
し
た
年
で
あ
り
（
表

こ
れ
へ
の
対
処
の
た
め
翌
年
四
月
、
丘
（
膝
県
は
内
務
省
の
中
央
衛
生
会
開
設
に
対
応
し
て
、
地
方
衛
生
会
を
開
設
、
町
村
に

は
町
村
範
閉
で
の
衛
生
向
上
を
職
務
と
す
る
町
村
衛
生
委
員
を
置
い
た
。
兵
庫
県
衛

生
委
員
設
置
法
に
よ
れ
ば
、
衛
生
委
員
は
町
村
住
民
の
公
選
で
あ
り
、
選
挙
被
選
挙

資
格
と
も
町
村
内
に
本
籍
も
し
く
は
一
一
一
年
以
上
寄
留
し
て
い
る
こ

O
歳
以
上
の
男
子

で
、
郡
内
に
不
動
産
を
所
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
袋
持
の
よ
う
に
、
藍
那
村
で
は

表 51 明治12年

後半期兵庫媒

コレラ発生数

人
4,315 

2,384 

419 

183 

34 

0 

資料：.兵Jtl[l尽統計

概差是』

日
μ
開
刀
日
μ
目
川
田
μ
日
μ

7

8

9

m
山
口
口
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コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
明
治
十
二
年
に
は
、
衛
生
委
員
の
給
与
が
か
な
り
は
出
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
に
は
出
さ
れ
ず
、
そ
の
後

明
治
十
四
年
か
ら
再
び
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
少
し
ず
つ
拡
大
し
て
い
っ
た
。
な
お
衛
生
委
員
は
明
治
十
五
年
二
月
二
十
四

日
改
正
さ
れ
、
定
員
が
一
戸
長
役
場
ご
と
に
一
一
一
人
と
な
り
、
選
挙
法
も
住
民
の
選
挙
か
ら
町
村
会
で
の
選
挙
へ
と
変
わ
っ
た
。

町
村
衛
生
委
員
は
、
衛
生
の
細
街
な
事
項
を
扱
い
、
伝
染
病
発
生
の
さ
い
に
は
先
頭
に
た
っ
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
現
実
の
事
務
は
代
理
者
が
扱
い
、
選
出
さ
れ
た
衛
生
委
員
は
名
前
だ
け
の
場
合
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
、
問
問
は

明
治
十
五
年
九
月
一

白
、
町
村
住
民
の
瞬
望
を
に
な
っ
て
選
出
さ
れ
た
者
が
み
ず
か
ら
事
務
に
あ
た
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
布

達
を
出
し
て
い
る
。

教
育
・
衛
生
の
ほ
か
に
も
、
町
村
は
協
議
費
に
よ
っ
て
公
共
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
財
政
負
担
を
行
っ
た
。

地方三新法形成と郡部の動向第四節

「
協
議
費
巡
査
」
で
あ
る
。

兵庫県コレラ発病者数・

死亡者数

年次 発生数 死亡数 死亡率

人 人 % 
明治12 8,991 6,325 70.3 

13 70 18 25. 7 

14 628 458 72. 9 

15 695 73.6 

36 16 44.4 

17 16 9 56. 2 

18 1, 020 861 84.4 

19 6, 723 5,425 80.6 

20 68 42 61. 7 

21 51 27 52.9 

合計 18, 298 13,693 74.6 

表 52

(i:t) 河時郊の腸チフスの死亡事は29.2%, 

発疹チフス53.3%，苦手議29.8%.

資料： F兵Jtl'lj泉統音1－~l'J

そ
の
一
つ
が

先
に
大
証
小
区
制
期
の
警
察
制
度
の
整
備
の
過
程
に
つ
い

て
述
べ
た
よ
う
に
、
大
区
小
区
制
期
の
警
察
費
は
医
費
を
中

心
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
一
一
一
新
法
に
よ
っ
て
、
地
方

税
で
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ま
で
の
町
村
お
よ
び
そ
の
連
合
組
織
が
雇
用
す
る
と
い
う
性

格
は
制
度
上
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
。
明
治
十
二
年
に
お
け

る
市
域
に
関
係
す
る
野
察
一
院
は
表
口
の
よ
う
で
あ
る
が
、
た

と
え
ば
有
馬
一
郡
で
巡
査
が
わ
ず
か
一

O
人
に
し
か
す
ぎ
な

近代・若HI:;日震史編W203 



（明治12年）

塁手察署 所主E地 警部 巡査 管 qri!f ii防関

人6 人
事11戸怒祭器 相生町 238 神戸区・ 3志原郡 l 7UIJ 4村

一丁目 入部君fl

御影分裂 御影村 12 菟原郡 43村

兵庫聖子察署 戸場部］． 6 116 事11戸区・入部郡 41UIJ4村

須磨分署 東須磨村 5 入部郡 16村

原野交番所 E草野村 5 入部君11 13村

三 l:E分袈 三問問1 1 10 有馬郡 4冊J88村

明石怒察！沼 明石町 2 16 明石郡 14田J36村

四戸限交番所 西戸田村 9 明石郡 51村

三木分裂 福1こj二回I 7 美謀者E 4 UIJ65村

rlJJ或を管轄とする塁手察区表 53

か
っ
た
こ
と
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
県
が
配
閉
院
し
た
警
察
署
や
分
響
、

交
接
所
お
よ
び
巡
査
の
数
は
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

。
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
期
、
県
会
で
は
、
町
村
で
の
雇
用
を
求
め
る

意
見
や
警
察
費
の
節
減
論
が
主
流
を
し
め
、
増
額
は
極
め
て
悶
難
で
あ
っ

た
。
実
際
、
明
治
十
一
一
一
年
以
降
地
方
税
野
祭
買
は
一
一
万
円
前
後
で
ほ
と

ん
ど
地
え
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
県
は
、
町
村
が
必
要
と
認
め
た
場
合
、
関
係
町
村
の
協
議
の
上

で
、
巡
査
の
増
員
や
警
察
分
署
・
交
番
所
の
増
設
を
願
い
出
る
こ
と
を
許

可
し
た
。
そ
し
て
明
治
十
一
一
一
年
六
月
、
各
都
役
所
に
対
し
て
「
協
議
費
巡

資料：明治12年 r兵部9喜統計概至宝』

査
配
置
請
願
者
心
得
L

を
達
し
て
、
各
町
村
へ
そ
れ
を
告
示
す
る
よ
う
に

求
め
た
。

し
か
し
そ
の
際
巡
査
の
明
良
の
た
め
に
は
、

一
人
あ
た
り
の
続

費
と
し
て
一
年
間
に
一
四
七
刊
を
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
炎

川
村
（
川
官
民
）
の
捺
mm村
の
協
議
技
中
の
協
議
巡
査
費
の
支
出
は
こ
の
た
め
の

費
用
で
あ
り
、
原
野
交
番
所
の
巡
査
の
経
費
負
担
の
一
部
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
額
は
、
設
授
時
に
は
協
議
費
の
一
一

O
V月
に
も
な
る
ほ
ど
で
、

か
な
り

の
負
担
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
治
安
や
衛
生
な
ど
で
重
要
な
役
割
を
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担
う
巡
査
設
置
を
町
村
は
希
摂
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
明
治
十
四
年
間
月
の
内
務
省
速
に
よ
っ
て
、
誌
願
巡
査
制
度

と
い
う
か
た
ち
で
全
額
的
に
整
備
さ
れ
た
。

な
お
市
域
間
関
係
で
は
明
治
十
四
年
ま
で
に
、
明
石
郡
西
一
戸
田
村
交
番
所
が
廃
止
さ
れ
、
あ
ら
た
に
菟
原
郡
新
在
家
村
に
交
番

所
が
お
か
れ
、
一
一
二
カ
村
を
管
轄
、
ま
た
有
馬
郡
で
は
湯
山
町
に
分
署
が
お
か
れ
、
こ
れ
は
一
町
一
一
カ
村
を
管
轄
し
た
。
こ

の
増
設
に
つ
い
て
関
係
町
村
の
請
願
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

あ
る
。 ま

た
商
業
の
発
展
に
と
も
な
う
通
信
手
段
の
発
達
に
し
た
が
っ
て
、
郵
便
局
の
設
置
も
町
村
の
要
求
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で

た
と
え
ば
、
魚
崎
村
で
は
、
明
治
十
凶
年
末
、
自
村
が
酒
造
を
中
心
と
す
る
商
業
地
で
近
年
東
京
等
と
の
取
引
が
増
し
、

そ
れ
に
と
も
な
い
郵
便
物
の
や
り
と
り
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郵
便
局
が
御
影
村
に
あ
り
不
能
で
あ
る
と
し
て
、

郵
便
局
の
設
置
を
村
会
議
員
の
連
名
で
燥
に
求
め
た
。

地方三新法70成と郡部の動向

i'fj域（神戸区を除く）

を管轄する郵便局

〔明治14年）

表 54

第四節

奥平野村

福地村

入部郡

新在家村

御影村

湯ill自IT

道場河原村

有野村

j；苦綴村

菟原君日

有潟郡

関戸EB村

商:fil7）＜.村
淡河村

明 石部

し
か
し
こ
れ
は
結
局
認
め
ら
れ
ず
、
閉
山
は
明
治
十

月
、
郵
便
局

資料：明治14年 r兵隊!fr¥統
奇i根差是a

を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
魚
崎
村
に
怯
え
た
。
そ
の
潔

山
に
つ
い
て
県
は
具
体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
表
山
内
の
よ

う
な
郵
便
局
の
配
置
の
な
か
で
み
る
な
ら
、
菟
原
郡
で
は
全
体

で
一
…
つ
（
御
影
村
と
新
在
家
村
）
し
か
な
く
、

し
か
も
魚
崎
村
と
抑

影
村
の
距
離
が
概
め
て
近
い
こ
と
が
理
由
の
一
つ
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

近代・ 2晃代i墜]ii.:.編N20ラ


